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◎次に掲げる要件をすべて満たすことが必要です。

１　申請手続が法令に違反していないこと。（法第38条第２項において準用する第17条第１号）

・認可申請書の添付書類が添付されていない場合、法令に違反します。(都市再開発法施行規則第３条第４項)

２　定款及び事業基本方針の決定手続や内容が法令（事業計画の内容にあっては、法第16条第３項の規定による
市長の命令を含む。）に違反していないこと。（法第38条第２項において準用する第17条第２号）

都市整備局市街地整備部住環境整備課(市街地再開発)　（06-6208-7837）

同上

組合の事業計画等の変更の認可

組合は、定款又は事業計画若しくは事業基本方針を変更しようとするときは、市長の認可を受けなければなりませ
ん。

都市再開発法　第38条第１項

なし

　※次のような場合、法令に違反します。

（1）事業計画又は事業基本方針を変更して新たに施行地区に編入しようとする土地がある場合に、宅地の所有
者及び借地権者の同意を得ていない、又は同意を得ていても、同意した者が権利を有するその区域内の宅地
地積の合計がその区域内の宅地の総地積と借地権の目的となっている宅地の総地積との合計の３分の２以上
に達していない場合、又は、施行地区となるべき区域の公告を市長に申請していない場合（法第38条第２項に
おいて準用する第14条、第15条）

（2）事業計画の内容が次に掲げる法令に違反している場合

ア　規則第４条（施行地区位置図及び施行地区区域図）
イ　規則第５条（設計の概要に関する図書）
ウ　規則第６条（資金計画書）
エ　規則第７条（設計の概要の設定に関する基準）
オ　規則第８条（資金計画に関する基準）

（3）公共施設又は政令で定める施設に関係のある事業計画の変更をしようとする場合に、あらかじめ施行地区
内にある公共施設の管理者、事業の施行により整備される公共施設の管理者又は管理者となるべき者の同意
を得ていない場合（法第38条第２項において準用する第７条の12、都市再開発法施行令第２条）

（4）施行地区の縮小又は費用の分担に関して規準又は事業計画若しくは事業基本方針を変更しようとする場
合に、事業の施行のため借入金があるときに債権者の同意を得ていない場合（法第38条第２項において準用
する第７条の16第３項）

（5）事業基本方針の変更の認可を受けて事業計画を定めようとする場合に、あらかじめ事業計画の案の作成及
び組合員への周知を行っていない場合（法38条第２項において準用する第15条の２）

（6）事業計画の変更（政令で定める軽微な変更を除く）をしようとする場合に、事業計画の縦覧及び意見書の処
理を行っていない場合（法第38条第２項において準用する第16条）

３　事業計画又は事業基本方針の内容が第一種市街地再開発事業に関する都市計画に適合し、事業施行期間が
適切であること。（法第38条第２項において準用する第17条第３号）

４　事業を遂行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であるこ
と。（法第38条第２項において準用する第17条第４号）

90日

都市整備局市街地整備部住環境整備課(市街地再開発)

随時

都市整備局市街地整備部住環境整備課(市街地再開発)へ提出してください。

なし

都市整備局市街地整備部住環境整備課(市街地再開発)

https://www.city.osaka.lg.jp/toshiseibi/page/0000461490.html

http://www.city.osaka.lg.jp/toshiseibi/page/0000466563.html

